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特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
法
律
案 

 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 
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こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
。 


